
我が国のバイオ燃料の導入に向けた技術検討委員会（第４回会合） 

 

日時 令和２年２月14日（金）15：30～16：20 

場所 経済産業省 別館３階 312各省庁共用会議室 

 

１．開会 

 

○斎藤室長 

 それでは、定刻になりましたので、ただいまから、我が国のバイオ燃料の導入に向けた技術検

討委員会第４回会合を開催させていただきます。委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ

ご出席、誠にありがとうございます。 

 前回の第３回会合は約３か月前でして、現在の高度化法告示の概要、そしてその中でのガソリ

ンのライフサイクルグリーンハウスガスの排出量が、どのような方法で計算されているかといっ

た点についてご議論いただきました。今回は、さらにまた若干テクニカルな議論でございますが、

海外の事例ということで引き続き数字の精査を進めていくに当たり、委員の先生方にお集まりい

ただいたということでございます。 

 それでは、本技術検討委員会にご出席いただいております先生のご紹介をさせていただきます。 

 まず、委員長の横浜国立大学大学院環境情報研究院の本藤教授。 

○本藤委員長 

 本藤でございます。どうぞよろしくお願いします。 

○斎藤室長 

 次に、産業技術総合研究所安全科学研究部門の副研究部門長でおられます玄地様。 

○玄地委員 

 玄地です。よろしくお願いします。 

○斎藤室長 

 バイオマス産業社会ネットワーク理事長の泊様。 

○泊委員 

 泊です。よろしくお願いいたします。 

○斎藤室長 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構新エネ部長であられます大木様。 

○大木委員 



 大木です。よろしくお願いします。 

○斎藤室長 

 なお、本日、農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変動研究センターの白戸様は、ご都合

により欠席となっております。 

 また、オブザーバーとして関係省庁から、農水省のバイオマス循環資源課の古川様。 

○古川オブザーバー 

 古川です。よろしくお願いします。 

○斎藤室長 

 環境省の大谷様も出席予定でしたが、若干業務の都合上遅れるというご連絡を頂いております。

事務局を務めていただいています三菱総合研究所の福田様にも参加いただいています。 

 では、お手元に配付させていただいています資料の確認をさせていただきます。傍聴席におい

てはモノクロ資料のみ配付させていただいておりますが、経産省のウェブページでカラー資料が

掲載されておりますので、よろしければそちらも御覧ください。 

 資料３つでございます。議事次第、委員名簿、そして資料、海外のガソリンＬＣＡに係る論点、

この３つでございます。資料に過不足がございましたらお申し出ください。 

 それでは、以後の進行につきましては本藤委員長にお願いしたいと思います。本藤委員長、お

願いします。 

 

２．議事 

 ガソリンＧＨＧ排出量の海外動向について 

 

○本藤委員長 

 委員長を仰せつかっております横浜国立大学、本藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら早速ではございますが、今日の議事に移りたいと思います。今日は議事１つと

なっております。お手元の資料にありますように、ガソリンＧＨＧ排出量の海外動向についてと

いうことになっております。では、この資料に基づきまして資源エネルギー庁から説明をお願い

したいと思います。 

○野草課長補佐 

 資源エネルギー庁の野草でございます。 

 それでは、資料についてご説明させていただきます。 

 まずページをおめくりいただきまして１枚目、右上に「第３回資料再掲」と書いておりますの



は、前回の資料ですが、そこからご説明させていただきます。 

 まず背景となるガソリンのＧＨＧ排出量から改めてご説明させていただきます。バイオエタノ

ールは高度化法の告示で、その量や日本で導入すべきバイオエタノールのＧＨＧ排出量が定めら

れておりまして、バイオエタノールに関して、ガソリンのＧＨＧ排出量と比較して55％削減とい

うことが定められてございます。 

 そして、ガソリンのＧＨＧ排出量に関しては、2011年の第一次告示創設時に、ＰＥＣが行った

算定結果等に基づいて設定され、二次告示制定時に一部見直しが行われました。二次告示制定時

の検討の中で、ガソリンのＧＨＧ排出量のデータが古いのではないか、最新の状況を踏まえて見

直しを行うべきというご指摘をいただき、そのご指摘を踏まえて値を精査をするべくご審議させ

ていただいているところでございます。 

 ページをおめくりいただきまして２ページになります。まず日本のガソリンのＧＨＧ排出量の

考え方は、原油生産につきましては随伴ガス自家消費量やフレア量に基づいて算定されてござい

ます。原油輸送に関しては、海外から日本に持ってくる輸送の際に消費する燃料を考慮して算定

されてございます。また、ガソリン製造に関しましては、当時の日本における平均的な製油所を

モデルとして設定し、そのモデルで想定される精製装置から、各精製工程におけるエネルギー消

費量やＣＯ２排出量を算出し、製油所から出てくるガソリンや軽油など製品ごとに熱量で按分す

ることにより推計してございます。 

 ページをおめくりいただきまして３ページになります。先ほどご説明させていただいた考え方

で作られた第一次告示から、ここの中に書いてございます一部要素を考慮して一部改定を先般行

いました。その内容としましては、原油生産時に排出されるメタンやＮ２Ｏを考慮するといった

ものから、ガソリンの標準発熱量、炭素排出係数の改定を反映する形で見直したものなどがござ

います。 

 ページをおめくりいただきまして４ページになります。これまでは日本の考え方のおさらいで

したが、ここではＥＵの化石燃料のＧＨＧ排出量の考え方をご説明させていただきます。 

 ＥＵのバイオ燃料に関する従前の制度、ＲＥＤⅠでは、化石燃料のＧＨＧ排出量は83.8ｇＣＯ

２／ＭＪに設定されてございました。ＥＵでＲＥＤⅠを改定する中で導入目標等を検討するに当

たって、この化石燃料のＧＨＧ排出量についても見直しが行われ、94ｇＣＯ２／ＭＪと設定され

ました。その検討に先立って欧州委員会から検討を依頼されていた複数の研究機関の算定結果で

は、左下の表にございますとおり、その値は93.4ｇＣＯ２／ＭＪとなってございました。 

 ページをおめくりください。この93.4のベースとなっているレポートが、一部異なる複数のレ

ポートから成ってございまして、原油輸送、燃料製造、燃料輸送についてはＷＴＴレポートの値



が使われてございます。原油生産についてもこのレポートでは当時4.6ｇＣＯ２／ＭＪという値

があったのですが、もう一つ、これから後ほどご説明させていただきますＩＣＣＴレポートでは

10.9となってございまして、ＥＵの最終的な参照したデータとしては、この10.9という数字を採

用して93.4という、94の根拠となった数字を設定されてございます。 

 ページをおめくりください。まず、このページでは、従来のＷＴＴレポートの数字の算定の考

え方をご説明させていただきます。ここでは従来の日本と似ている部分でございますが、まず原

油生産時に使う燃料の自家消費と、そのときに出るフレア、この２つを考慮して算定されてござ

いました。 

 ＥＵでは世界のアフリカ、アジア、ヨーロッパといった地域単位で集計されているＩＯＧＰの

データ、国際石油・天然ガス生産者協会というところのデータを基に、その地域ごとで出てくる

原油のＧＨＧ排出量と、ＥＵがどこから調達しているのかという、調達割合のパーセンテージを

掛け合わせて算定された値が採用されています。 

 また、原油生産時のフレアに関しましては、米国海洋大気庁（ＮＯＡＡ）のデータを利用して、

これは国単位でございますが、国ごとにどれぐらいのフレアガスが出ているのか、そのフレアガ

スが油田由来と仮定した場合と油田及びガス田由来と仮定した場合の値、その２つの値の中間値

を採用し、ここの値は原油生産時ということなので、燃料自家消費の値とフレアの値を足し上げ

たものに、原油からガソリンへ値を変換して4.6という値が算定されてございました。 

 ページをおめくりください。ＥＵの最新の値で採用された、原油生産時のＩＣＣＴレポートに

おけるＧＨＧ排出量の算定方法としましては、スタンフォード大学のマスナディ教授らが作成し

たＯＰＧＥＥモデルというものが使われてございます。このＯＰＧＥＥモデルは、油田の井戸の

深さや原油の特性といった様々な情報を入力することにより、油田ごとの原油生産時のＧＨＧ排

出量が算定できるというエクセル形式のツールでございまして、世の中にオープンになっている

ツールでございます。 

 ＥＵでは、ここにＥＵが実際に調達している油田の大半となる265カ所の油田の情報を、様々

な方法で入手したものを、ここのモデルにインプットし、それで値を算出しています。インプッ

トした数字は公表されておらず、各油田のアウトプットの数しか公表されていないのですけれど

も、その値と実際にＥＵが使っている油田ごとの量の数字を按分するなどして、先ほどご説明さ

せていただいた10.6という値が算定されてございます。 

 ページをおめくりください。ここからはＥＵの燃料製造工程のところの値の算出方法に関する

ご説明でございます。ＥＵでは燃料製造工程のＧＨＧ排出量に関して、製油所に原油を投入し、

そこから出てくるガソリンの量を１単位増やしたり減らしたりしたときに、ＧＨＧ排出量がどれ



だけ増えたり減ったりするのかという、いわゆる限界費用のようなものを測るモデルを採用して

おりまして、そのモデルに基づいて2007年、2014年と算定されてございまして、その値は7.0と

いう値が、この２つのレポート、変更ないのですけれども、定められてございます。 

 ページをおめくりください。続いて米国の数字になります。米国の制度ＲＦＳ２における現行

の値は93.1という値になってございまして、これは原油生産、原油輸送、精製、足して18.2とい

う値と、燃料輸送、燃焼を足して74.9という値の２つの内訳しかございません。そしてアメリカ

では、制度の考え方として2005年時点のガソリンＬＣＡから比較して、どれぐらいＣＯ２が削減

されているかといった考え方で制度が設計されている関係上、この値自身はリバイスされていな

いのですが、この値を作るに当たって参照された国立エネルギー技術研究所が出している数字と

いうものは、また少しリバイスされてございますので、そこのご説明をさせていただきます。 

 そこの研究所の出したＮＥＴＬ2008というレポートでの値は足して92.4という値でございまし

た。これは2005年時点の情報を2008年に出したレポートで書かれていたというステータスになる

のですけれども、これを2016年に出したレポートでは計算方法等を変えまして、データはそのま

まに計算方法を変えてはじいた結果が98.1になりました。その後、同じレポートの中でデータを

2014年のものを使うと、96.2という値になったという形でございます。当該算定方法の変更に伴

い最新のＮＥＴＬ2016では、先ほどＥＵの説明の中でご説明させていただいたＯＰＧＥＥモデル

が採用されてございます。 

 ページをおめくりください。米国の燃料製造部分については、処理する原油精製プロセスにお

ける設備構成等のデータをインプットすることで、燃料製造時のＧＨＧ排出量全体を出した後に、

体積や燃料等で按分するという、いわゆる日本と似たようなモデルが採用されてございます。 

 ページをおめくりください。各国の化石燃料のＧＨＧ排出量をざっと比較したものが、この表

になります。内容はこれまでご説明させていただいたとおりなのですけれども、日本の高度化法

告示における原油生産パートのＧＨＧ排出量、現在2.077は、最新の算定方法の違いもございま

して、諸外国より顕著に低くなっているということが見てとれます。また、2020年１月には約５

年ぶりに標準発熱量、炭素排出係数の改定も行われたため、燃焼部分についても状況の変更がご

ざいます。 

 このため原油生産パートのＧＨＧ排出量に関して、まず日本の調達先の油田のデータを可能な

範囲で収集した上で、ＯＰＧＥＥモデルにインプットして計算を行い、また、燃焼パートについ

ても、その改定を踏まえてリバイスを行うことにより高度化法告示のガソリンＧＨＧ排出量の改

定案を作成することを、今後の方針として考えてございます。 

 内容としては以上でございます。 



 次のページになりますが、こちらは前回の研究会の中で、我々が資料の中で出典などで記載さ

せていただいてございます資料の該当ページや情報のソースを、より詳しくお示しいただいたほ

うが確認等もしやすいというご指摘をいただきましたので、ここに一覧を載せさせていただきま

した。 

 私からの説明は以上でございます。 

○本藤委員長 

 ありがとうございました。 

 ２年前ぐらいでしたか、二次告示制定について検討する際、検討会の中で、ガソリンのデータ

がかなり古過ぎるのではないかということで、ＰＥＣの報告書というのはたしか1999年でしたか、

1990年後半のデータなので見直しが必要ではないかということが指摘されまして、今回のような

検討に至っているということになります。 

 そこで、ガソリンのＧＨＧ排出量を見直すに当たって、まずは欧州並びに米国の状況を調査し

ていただいて、それを今日ご報告いただいたということになります。それに基づいて11ページ目

にありますように、このような方針で改めて計算してはどうかというご提案をいただいたという

ことになっております。 

 ということで、米国やＥＵの値がどう計算されているかということに関するご質問やご意見、

また、これからガソリンのＬＣＡの改定に当たって考えるべき点等、何かご示唆がありましたら、

ぜひ皆様からご意見頂きたいと思っております。 

 そうしましたら、委員の皆様から何かご意見やご不明な点のご質問があればお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○玄地委員 

 よろしいですか。産業技術総合研究所、玄地でございます。 

 私のほうから、前回の二次告示の際にＯＰＧＥＥモデルに相当するような、日本の精製プロセ

スについて、ぜひ調べて1990年代のものを改定いただければというお話をさせていただいたと思

います。それは引き続きまだ残っている課題だと思いますので、そこの部分はぜひご検討いただ

ければと思うところが１点と、もう１点は、ただ、そうはいっても原油生産の部分は、日本の中

でなかなかモデルというものがないということと、原油生産部分のデータが海外に依存するとい

うことで、それは欧米の最先モデルのものを使い、二次告示で行った輸送、精製、それから燃焼

の部分の改定というものは、引き続きデータのある範囲で改定をして今回の改定に生かしていこ

うという形でご提案なさったと、そういうことでよろしいでしょうか。そこの確認でございます。 

○野草課長補佐 



 おっしゃるとおりでございます。精製工程も今一定程度ご説明させていただきましたけれども、

まだまだ不明な部分も多くございますので、引き続き情報収集をさせていただければと考えてご

ざいます。 

 原油生産の部分は、おっしゃるとおり今後、ある程度明らかになった部分もございますし、ツ

ールも公開されており、誰でも使えるというものもございますので、まずはそのツールを使うこ

とを念頭に作業を進めていければと考えてございます。 

○玄地委員 

 ありがとうございます。 

○本藤委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

○泊委員 

 かなり調べていただいてどうもありがとうございます。資料について私の方から、詳細なＵＲ

Ｌとかページ数についてお願いしまして、このたび書いていただきましてどうもありがとうござ

います。 

 ちょっとこれに関しての確認なのですけれども、今回のこの資料というのはどこまで公開され

るのかということで、これはまた別の話なのですけれども、ＦＩＴ制度でご存じかと思うのです

けれども、ようやくＧＨＧについてある程度検討をというか、確認をするというふうな話に変わ

りましたので、これから様々なところでＧＨＧをどのように算定していくのかということを考え

ていかなければならない際の、一つの参考資料にもなり得るかと思いますので、できれば公開で

きるところは公開を、この委員会のものもしていただければと思っていますので、その点につい

てご確認が１点です。 

 もう一つは、この方針のほうに全く異存はございませんで、今、玄地委員からもありましたよ

うに、これに従って日本で一体どれぐらい、日本の場合はどれぐらいの値になるかというのを出

していただいて、それでこの制度に使っていくということで異存はないです。その際に、前のこ

の会でも申し上げましたけれども、バイオ燃料自体の値、基準は、だんだん化石燃料、石油を掘

り出してきたりとかするのに、どうしても掘りづらいものになっていくので、値というのが上が

っていくのですけれども、それに従ってバイオ燃料の値も緩くするということではなくて、温暖

化対策としてこの制度はありますので、その値自体は変えない、もしくはむしろ可能であればも

う少し厳しくしていく方向性ということで、ということを確認させていただきたいと思います。 

 以上２点、よろしくお願いします。 



○野草課長補佐 

 まず１点目に関しましては、この資料自体、これは今公開されてございます。なので、誰でも

見ることができます。 

○泊委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○野草課長補佐 

 ２点目に関しましては、これ今回、確かにガソリンＬＣＡだけしか検討していないということ

ですけれども、それは前回の検討の際にもご指摘いただきましたが、ある種技術的な修正という

ところで、高度化法告示ではガソリンに比べて55％削減という値になっていて、この55％は、今

のところ短いタームで改定しようという議論は行っていないのが現状でございます。中長期的に

そういった点も含めてどうするのかというのは引き続き、我々、今の告示自体も2022年度までで、

2023年度以降の値をどうするのかというのは、数年後にはまたこういう場でも議論をしないとい

けないテーマでございますので、そういったときなどにまた改めて検討をしていくものになるか

と思います。 

○泊委員 

 承知しました。ありがとうございます。 

○本藤委員長 

 大木委員、お願いします。 

○大木委員 

 新エネルギー・産業技術総合開発機構の大木です。ありがとうございました。 

 確認と質問が入るのですけれども、11ページの方針については基本的にこの方向でよろしいと

思います。前回の年からも最新の客観データで、経済実態に沿った形の計算が適当じゃないかと

いうことでしたので、今回のモデルはそういうふうな方向の計算をしていただけるのではないか

と理解をしております。 

 １個質問というか確認ですけれども、欧米のほうでこのモデルを利用した際の理由というので

しょうか、肯定的な説明とか理由とか、もしご存じであれば教えていただきたいなと思います。 

 それともう一つ確認なのですけれども、今ご紹介にありました今後の告示の改定のスケジュー

ルの話になりますが、2023年以降の第三次の改定に今回の計算をこれからされるということと理

解していますけれども、それが反映されるのか。それとも、今回はいわゆるデータの再整理とい

うか、計算方法の再計算という技術的な観点からということになるので、2.5次改定という形の

イメージで、でき次第すぐに公布、施行という形を考えているのか。 



 その辺、先ほど泊委員からもありましたけれども、バイオエタノール、我々は開発支援をして

いますので、それを支援したいという観点から、今回2022年までの数字という形の中での縛りの

中で考えればいいのか、2023年以降の新しい制度の中で考えていくのかというところもちょっと

気になるので、その辺を教えていただければと思います。 

○野草課長補佐 

 １点目に関しまして、事務局からご説明させていただきます。 

○事務局（福田） 

 三菱総合研究所、福田でございます。 

 正直申し上げて、なぜこれを採用したのかという直接的な理由というのは把握していないので

すけれども、このモデルはスタンフォード大学が主導で開発したと資料に記載しておりますけれ

ども、実際にはかなり幅広いコミュニティーといいますか、例えばこのツールというのはカリフ

ォルニアの制度においても採用されておりますけれども、カリフォルニアの大気資源局の方であ

ったり、あるいはその他欧米のいろいろなシンクタンクの、あるいは研究機関の方々が関与して

いて、オープンソースという形で、ウェブを通じたコミュニティーでの情報交換とかレビューと

か、そういう意味で非常に透明性の高いモデルであるというふうに認識をしております。 

 そういったこともあって欧米、ヨーロッパの制度、あるいはカリフォルニア、また、今のＲＦ

Ｓ２では直接的には使われておりませんけれども、当時の数字を作った研究機関も、最近ではこ

のモデルを使った算定をしているというふうに承知をしております。 

○野草課長補佐 

 ２点目に関しましては、今おっしゃっていただいた２つのうち、2.5次のような時期で改正す

ることを予定してございます。 

○大木委員 

 ありがとうございました。ちょっとその確認の上でのまた確認というか質問というか、コメン

トになってしまうところもあるかと思うのですけれども、欧米の際の関係で、これも知っていれ

ば教えてほしいのですけれども、数字のほうが大きくなる形で改定が、計算の結果がなされてい

るということになりますので、ＧＨＧが高くなる方向になるということになるのですが、その際

に、米国のほうがどういう制度になっているか、私はよく分からないのですけれども、ＥＵのほ

うは、高度化法と同じような制度ということであれば、何か別途政策的な観点からの見直しを同

時にされているかどうかという、もし分かれば、要するに数字を緩和したという方向のときに、

規制強化のような政策の対応を一緒に合わせてパッケージとしていたかどうかというのが、もし

分かっていたら教えていただきたいと思います。 



○野草課長補佐 

 ＥＵの制度改定のタイミングに関しましては４ページ目で、すみません、概要しか書いていな

くて恐縮なのですけれども、変えたタイミングとしてはこの検討、ＥＵ ＲＥＤⅡという2020年

度以降の導入目標自体を検討する中で、この化石燃料のＧＨＧ排出量についても見直しが行われ

ています。なので、我々も一次告示から二次告示に変えるタイミングでは、目標量もガソリンＧ

ＨＧも、それ以外のバイオ燃料のＧＨＧもフルセットで見直しましたので、それにある種、類す

るような形で、ＥＵでもさまざまなことを同時に並行して検討して新制度として設定されたとい

うのが、ＥＵでの状況でございます。 

○大木委員 

 もし分かればですけれども、その際、規制の強化みたいな観点での対応はなされているかとい

うのは。 

○野草課長補佐 

 そういう意味でいうと、目標自体はたしか増える方向になっていたかと思います。ほかの点に

ついて事務局からご説明させていただきます。 

○事務局（福田） 

 まずもともと2009年のＲＥＤⅠというのは2020年までの目標で、ＲＥＤⅡというのは2020年度

以降、実際には2030年度までの目標ということで、まずバイオ燃料自体の導入量というのは、

2030年度にかけてもっと導入を増やすという方向になっております。 

 また、削減率との絡みでいいますと、もともとＲＥＤⅠにおいて、例えば既存の施設であれば

何％削減、2017年以降は何％削減と、建設の時期に応じた基準というのがありましたけれども、

それの数字というのはＲＥＤⅡにおいて、当時もＲＥＤⅠで定められていた時期に建っているも

のは変えていないのですけれども、さらに2020年度以降に建てられたものというのは削減率を少

し高める形になっていまして、結果的にバイオ燃料自体に求める排出量というのは、ほぼ変わら

ないというようなところで、化石燃料既定値を94に増やした代わりに2020年度以降の新設プラン

トについては削減率も同時に高めて、結果的に掛け算としてのバイオ燃料に要求される水準は変

わらないというようなことを、ＥＵではしているという状況です。 

○大木委員 

 分かりました。ありがとうございます。いずれにしても今回、技術的な改定ということであれ

ば、それはそれでいいのではないかと、一つの制度としてあると思います。一方、バイオ関係、

次世代のバイオ系とかジェット燃料とか、そういうのをやっていますので、前回コメントさせて

いただきましたとおり、高度化法でこの２つについての位置づけをよくしていただくということ



は、実体経済はまた別途働くと思いますけれども、非常に意義のあることだと思いますので、引

き続き検討のほうを併せてよろしくお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。 

○本藤委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 泊委員、どうぞ。 

○泊委員 

 今のお話でご確認なのですけれども、前回も同じ話をしていたのですが、結局、今の二次告示

でのバイオ燃料の値というのは、パーセンテージではなくて実際の排出の量で値であるというこ

とを伺っていたかと思います。要するにＭＪ当たりのｇＣＯ２の値であるということなので、つ

まり、こちらのもともとの化石燃料のほうの値が変更になると、ある程度増加することになって

も、今後2.5次的なタイミングでの改定後も、バイオ燃料自体の基準の値は変わらないという理

解でよろしいのでしょうか。 

○野草課長補佐 

 高度化法告示に定められている数字を少しご説明させていただきます。高度化法の告示の中に

は、まずここで今ご議論させていただいている化石燃料のＧＨＧ排出量と、あとアメリカのバイ

オエタノールのＧＨＧ排出量と、ブラジルのバイオエタノールのＧＨＧ排出量と、あと我々、ほ

かにもちろん50万キロリットルという導入目標量と、あと導入目標量50万キロリットル全体で達

成すべき削減率が設定されてございまして、それが一番最初のページに書いてございます55％削

減でございます。なので、今回変えようとしているのは、その中でガソリンのＧＨＧ排出量の値

そのもののみでございます。すみません、お答えになっているでしょうか。 

○泊委員 

 結局のところ、バイオエタノール自体の基準値というのは変わらないということですね？ 

○野草課長補佐 

 アメリカのバイオエタノールの排出量とブラジルのバイオエタノールの排出量自体は変わらな

いです。ガソリンのＧＨＧ排出量からみたパーセンテージでいうと、アメリカのバイオ燃料がガ

ソリンＧＨＧ排出量に比べて何％削減効果があるのかというのは、そのパーセンテージ自体は告

示の中で定められてございませんが、ガソリンＧＨＧ排出量を変えると必然的に削減効果のよう

なものは変わることになります。 

○泊委員 



 では、やはり要するにアメリカのものとブラジルのものとで少し差があって、今までブレンド

することによって、要するにトータルで55％以上の削減をしなければならないということで、今、

制度を行っているのですけれども、その55％という数値自体の元の分母というかが、石油のほう、

これは変わるということなので、実際のエタノールの値自体、エタノール自体も今までとはちょ

っと違う配合等をしても、この制度での遵守したというふうな形になるという理解でよろしいで

すか。 

○野草課長補佐 

 それはおっしゃるとおりです。 

○泊委員 

 分かりました。これがちょっとどうかなというふうには思っているということではあるので、

私自身、意見として、あまり基準を緩めるような形にするのはいかがなものかなと思っていると

いうことで、ご意見させていただきます。 

 以上です。 

○本藤委員長 

 これも重要なご指摘でございました。ありがとうございました。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

○玄地委員 

 今の議論で少し分からなくなったのですけれども、ガソリンのＧＨＧ排出量基準が増えてそれ

に対する削減率を計算するわけですね。すると排出量が大きくなっているので全体で削減する量

は、それの55％なので総量としては大きくなるという、そういうことでよろしいのですか。 

○泊委員 

 排出量です。 

○野草課長補佐 

 その削減すべきＣＯ２排出量みたいなイメージですかね。削減すべきというところを見るのか、

排出しているほうを見るのかによって、大分見方は変わりますけれども、削減すべきというとこ

ろを見ると、今は84.11掛ける55％なので、84.11が増加すれば並行して増えます。 

○玄地委員 

 そうすると、今回の改定で基準が上がったときには、ＧＨＧ排出量の削減量としては総量とし

ては大きくなる。 

○泊委員 

 正味の削減量は減るのです。 



○玄地委員 

 減るのですか。 

○泊委員 

 排出量が増えるから。 

○野草課長補佐 

 見方としては、削減量を見るのか排出量を見るのかによって変わるかと思います。 

○玄地委員 

 削減率が55％。 

○泊委員 

 はい。その削減の元が大きくなるので、実際に排出できる量も増える。 

○玄地委員 

 そうですよね。 

○泊委員 

 はい、そうです。だから、ちょっとそれはどうかなということを申し上げたのですが。 

○玄地委員 

分かりました。排出としては増える可能性があるということでよろしいですか。 

○野草課長補佐 

 はい、可能性としては。そこは告示でいろいろな数字が変わった後に、実際に調達して入って

くるものがどういうものかというのは、また切り離されたもの、別の話ですので、可能性として

はあるかと思います。 

○本藤委員長 

 ありがとうございました。 

 今の点はかなり重要な点かと思いますので、私もそうですけれども、分かった気になっている

場合もありますので、一度少し整理をしていただけませんかね。つまり、現状の告示でこういう

値があると、そのガソリンのＧＨＧ排出量の値がこう変わると、それに従ってほかがどう変化す

るのかといった、のある種シミュレーションをお願いできますでしょうか。改訂値が決まってい

ない場合は仮値で構わないので、例えばアメリカや欧州の原油生産の値を使って仮にガソリンの

値がこれくらいになると、排出や削減の総量にどのような影響を及ぼすのかということを、全体

感をつかむ必要があるかなと思いますので、一度ご検討いただけないでしょうか。 

○野草課長補佐 

 はい、分かりました。すみません、ここは元々の告示でどういうふうな値が定められていて、



どのような因果関係があるのか、というのを、今回の資料では不足している部分がございますの

で、次のときには、ある種我々が検討しているものがどういう変化を起こすのかというものは、

改めてクリアになるような資料を準備させていただきます。 

 そのときに入れるのは、もし今のこの11ページで記載されているような数字ができ上がってい

れば、それを前提にということにはなろうかと思いますけれども、いずれにせよ次回の資料では、

そこがあまり誤解というか勘違いが生まれないような丁寧な資料を作らせていただきます。 

○本藤委員長 

 ありがとうございます。 

○泊委員 

 すみません、今のお話は今年度中でしょうか。来年度の話になりますでしょうか。 

○野草課長補佐 

 今のところこの改定作業が終了し、改めて皆さんにご議論いただくタイミングが今年度中かど

うかというのは、固まってございません。 

○泊委員 

 固まっていない。はい、分かりました。 

○本藤委員長 

 次の会合がいつ開かれるかは分からないですけれども、次の会合は、何かしらの試算値が出て

くるというタイミングで開かれると考えてよろしいですかね。 

○野草課長補佐 

 今の現時点では、その値が出たタイミングで、その値が本当に正しいと言えるのかとか、そう

いった点をご議論いただくことを念頭に置いております。 

○本藤委員長 

 分かりました。そうしますと、試算値が一応出ますので、先ほどお話のありましたように、実

際値の改訂によって削減量がどうなるのかといったような影響がきちんと分かるような資料を、

ご用意いただくということでよろしいでしょうか。 

○泊委員 

 今のようなことをしていただくのでしたら、せっかくですので、このバイオエタノールの政策

によって一体どれだけのＣＯ２が削減されたのかといった、そういったデータももしよかったら

出していただければと思います。 

 そのためにほかの、これはどこまでというところはあるのですけれども、例えば費用対効果と

言ったら変ですけれども、何万トンのＣＯ２が削減できましたと、そのときに当然その過程で、



生産とか輸送の過程で排出している分は差し引いてという形になるわけですけれども、その場合

にどれぐらいの費用が概算でかかったかというようなことも踏まえて、この政策自体の有効性を

考える上でも非常に貴重なデータとなるかと思いますので、可能な範囲で結構ですのでちょっと

そういったことも。今おっしゃった、これからどうするかという話もそうだと思うのですけれど

も、要するにシミュレーションをすることによってそれが幾ら、何万トンのＣＯ２が削減される

ということとか、あるいはこの数値をこうすると何万トンになるみたいな、その違いを見せてい

ただけると、こちらも判断というか検討がしやすいのではないかと思うので、お願いしたいと思

います。 

○野草課長補佐 

 どこまでイメージされているところに近づけるかというのは定かではありませんが、いずれに

せよ何かしら可能な範囲で作成させていただきます。 

○泊委員 

 お願いいたします。 

○大木委員 

 すみません、ちょっとその点、私も次世代のバイオエタノールとかジェットというのをうまく

位置づけてもらいたいという観点で、要はそういう前向きな内容も今回のタイミングに合わせて

入れていただければ、全体としていいかなというふうに思って、最初、発言させていただきまし

た。 

 それで、今回の数字の改定に伴う影響というのは今議論されたところだと思うのですけれども、

実体経済において、要するに今使っている炭化水素系のものよりも、カーボンニュートラルなも

の、更には非可食の導入も含め、こうしたものを使ったほうがいいというのが、この法の趣旨な

ので、結果的に実体経済の中でいろいろな調達先が広がるとか、そういう観点が広がる可能性が

あると思います。 

 例えばフィリピンなんかでも近くではいろいろとやっているというのもありますので、これか

らそういうデータが、今はブラジルとアメリカという話で紹介がありましたけれども、正しいデ

ータが得られるのであれば、そういったものを入れていけば使い勝手がよくなるようなものかも

しれません。高度化法の中の位置づけですけれども、実体経済で別に買っていただいても構わな

いと思うのですけれども、そういう観点で今回この制度の見直し、数字の効果というのはあるの

ではないかと思います。 

 いずれにしても、客観的なデータを最新なものにして、一般的に欧米でも使われている計算方

法に基づいて技術的に変えるということは、一ついいと思いますので、それはそれでいいという



ふうなことで、今回2.5次の改定ということでしたので、それはそれで一つやり方があると思い

ます。 

 ただ、冒頭お話しさせてもらったとおり、今のお話のように全体論に関係する話になりますの

で、三次改定のときにこういった内容を含めて検討するというのが、ある意味で全体の話として

整合がとれるようなイメージとか、また、泊委員のお話のように、石油採掘のコストというかＣ

Ｏ２の削減量も多くなる一方で、例えば中近東なんかはローカーボンフュエルなんていう感じで

言っているところもあるので、販売攻勢をかけているわけですよね。そういうふうな流れの中で

向こう何年間かの第三次の告示の効果というのは、そのタイミングでもって検討するというのが

適当じゃないかなと思って、今聞いておりました。 

 ありがとうございました。 

○野草課長補佐 

 ご指摘ありがとうございます。ご趣旨を完全に踏まえられているかは分かりませんが、第三次

告示のタイミングで検討するもの、その効果とかは、ある種そのときにやるものだというのはお

っしゃるとおりかと思います。なので、先ほど泊委員からご指摘いただいたように、今回の見直

しでどういう効果がというのは今回何かしらの形で、そもそもあとバイオ燃料としての効果とい

うものを、今回何かしらお示しさせていただくという方向で検討させていただきます。 

○本藤委員長 

 何かありますか。大丈夫ですか。 

○泊委員 

 大丈夫です。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

○本藤委員長 

 今回の改定では、ガソリンのＬＣＡのの値だけを変えるということではありますが、それが全

体に与える影響を考える必要があるかと思います。今回の検討会で、全体の影響まで考えること

は難しいので、次回、考えられる範囲で、ガソリンのＬＣＡの値が変わったときにこういう影響

が出るよということを、まずお示しいただき、その上でまたご意見頂いて、次の三次改定のとき

にはこういうこともしたほうがよいのではないかというような、またご意見を頂ければと思いま

す。それでよろしいでしょうか。 

 今日、意義深いご意見を頂いておりますが、ほかに何かございますでしょうか。大体、委員の

皆様からは出そろいましたかね。よろしいですか。農林水産省、環境省様のほうから何かござい

ますか。大丈夫ですかね。 

 そうしますと、今日幾つかご意見を頂きましたが、まず取りかかることとしまして、スライド



11にありますように、このご説明にありますように、原油生産の部分、ここは大きく値が変わる

可能性があると、ですからまずここを見ていこう。それからガソリンの燃焼に関しましては標準

値が改定されましたので、その新しい標準値で計算し直そうという、この２つを改定するという

ことで皆様のご了解を得られたということでよろしいでしょうか。今回はその二点にとどめます

が、原油の輸送、精製に関しましても、引き続き改定の可能性をご検討いただいて、よりよいも

のにしていただければなと思っております。 

 今の点が明確になれば、まず今日の時点ではよろしいかなと思うのですが、大丈夫でしょうか。

よろしいですかね。 

 最後に私から一点、ＯＰＧＥＥモデルはエクセルで提供されているということでしたが、イン

プットデータは全く含まれていないと思ってよろしいのですか。 

○事務局（福田） 

 まずこのＯＰＧＥＥモデルそのものはエクセルで、モデルがあらかじめ用意しているデフォル

ト値的なものはありますけれども、その他、実際にどういう数字が入っているかというのは、こ

れはあくまでモデルをスタンフォード大学では提供しているという意味では、モデルでそのもの

しかないと。 

 他方でカリフォルニアと、あとは制度というよりは民間といいますか、シンクタンクが一部の

油田について、評価しているＯＣＩ（Ｏｉｌ Ｃｌｉｍａｔｅ Ｉｎｄｅｘ）というものをカーネ

ギー財団の研究所が出しておりますが、そういったところですと一部インプットデータを公開し

ているところもございます。残念ながらＥＵの制度ではインプットデータがなくて、油田の結果

だけは公表されているというような状況になっています。 

○本藤委員長 

 分かりました。ありがとうございます。 

 今後我が国の値を計算していく上で透明性というのも重要になってくると思いますので、全て

のデータを公開できるというわけではないかもしれませんが、なるべくトレースできるような形

を心がけていただきたいなと思います。 

 そのくらいでよろしいでしょうか。最後に何かございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○玄地委員 

 本委員会ですけれども、技術検討委員会と書いてありますが、今のお話、例えば温室効果ガス

の排出量の総量とか、あるいはどういう政策があるべきかなどと、多方面にわたる議論があると

思いますが、技術検討プラス在り方検討委員会と、以前はそのように言っていたと思うのですけ



れども、そのような立てつけだと思ってよろしいんでしょうか。 

○野草課長補佐 

 この委員会は、第１回とか第２回とか前回の告示改定を行ったときには、そもそものバイオ燃

料の導入目標量というものももちろんご議論いただいたと認識してございますので、もちろんバ

イオ燃料のテクニカルな論点からそもそもの50万キロリットルといった導入目標まで、幅広く議

論する場だと認識してございます。 

○玄地委員 

 分かりました。ありがとうございます。 

○本藤委員長 

 ありがとうございました。 

 そうしましたら、大体本日ご意見も出尽くした感もありますので、最後に資源エネルギー庁か

ら事務的なご連絡をお願いしたいと思います。 

○斎藤室長 

 本日もご議論ありがとうございました。委員長におまとめいただいたとおり、次回までにしっ

かり新しい数字でシミュレーションして、分かりやすい影響をまとめた紙を用意させていただけ

ればと思います。また、紙を用意した上で皆様の日程、先生方の日程を調整させていただきます

ので、またよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

 

３．閉会 

 

○本藤委員長 

 本日も大変有意義なご議論をいただきましてありがとうございました。 

 今日、これをもちまして、第４回我が国のバイオ燃料の導入に向けた技術検討委員会を終了さ

せていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

－了－ 


